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金
融
取
引
に
対
す
る
事
前
お
よ
び
事
後
の
規
制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
一
月
二
十
六
日
提
出
の
質
問
主
意
書
第
二
八
七
号
に
お
い
て
、
下
記
一
な
い
し
三
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
を
求
め

た
。「

一

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
規
制
の
必
要
性
に
つ
き
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
を
契
機
と
し
た
「
百
年
に
一
度
」
の

世
界
的
金
融
危
機
を
迎
え
た
現
在
に
お
い
て
も
、
直
接
規
制
よ
り
も
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
強
化
が
望
ま
し
い
と
の
認
識
に
変

化
は
な
い
か
。

こ
の
点
、
欧
州
で
は
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
が
主
導
す
る
形
で
、
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
の
役
割
の
見
直
し
や
、
金

融
機
関
と
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
国
際
的
な
規
制
の
整
備
を
め
ぐ
る
議
論
が
進
ん
で
い
る
が
、
日
本
政
府
の
見
解

は
ど
う
か
。

二

質
問
一
に
関
連
し
て
、
規
制
の
必
要
性
に
関
し
て
調
査
を
行
っ
た
実
績
が
あ
る
か
。
実
績
が
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
を

お
示
し
願
い
た
い
。

三

直
接
規
制
を
行
う
場
合
で
も
、
資
本
が
外
国
か
日
本
か
な
ど
、
差
異
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
如
何
。
」

一



こ
れ
に
対
し
、
「
政
府
と
し
て
は
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
規
制
や
監
督
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
国
際
的
な
議

論
に
積
極
的
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
旨
の
答
弁

書
を
受
領
し
た
。

こ
の
点
、
今
月
十
六
日
、
米
国
政
府
は
、
複
雑
な
金
融
商
品
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
消
費
者
金
融

保
護
庁
」
を
創
設
す
る
ほ
か
、
米
国
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
に
大
手
金
融
機
関
の
監
督
を
一
元
的
に
任
せ
る
な

ど
、
金
融
規
制
改
革
の
大
枠
を
発
表
し
、
こ
れ
ま
で
監
督
の
対
象
外
だ
っ
た
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な
ど
に
も
規
制
対
象
を
拡
大

し
、
金
融
機
関
の
財
務
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
自
己
資
本
の
量
や
質
の
引
き
上
げ
や
、
証
券
化
商
品
の
無
秩
序
な
発
行

を
抑
え
る
た
め
に
、
金
融
機
関
な
ど
に
発
行
額
の
信
用
リ
ス
ク
の
う
ち
五
％
の
保
持
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
方
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
欧
州
委
員
会
が
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
活
動
す
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
対
し
、
登
録
と
レ
バ
レ
ッ
ジ
情

報
の
開
示
を
義
務
付
け
る
規
制
を
提
案
し
て
お
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
（
未
公
開
株
式
）
の
透
明
性
強
化
を
促

す
規
定
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

右
の
よ
う
な
世
界
的
流
れ
を
受
け
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
よ
り
も
直
接
規
制
を
強
化
す
べ
き
と
の
要
請
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い

二



る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

二

米
国
に
お
い
て
は
、
一
九
三
三
年
、
世
界
大
恐
慌
の
反
省
か
ら
、
預
金
者
保
護
や
銀
行
経
営
の
健
全
性
確
保
を
目
的
と
し

て
銀
行
と
証
券
の
分
離
条
項
を
含
む
グ
ラ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
一
九
九
九
年
の
グ
ラ
ム＝

リ
ー
チ＝

ブ
ラ
イ
リ
ー
法
に
よ
っ
て
、
当
該
条
項
は
廃
止
さ
れ
た
。

こ
の
「
銀
証
分
離
」
規
定
の
撤
廃
は
、
昨
年
来
の
金
融
危
機
の
一
因
と
も
さ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
本
年
六
月
一
日
施
行
の
、
金
融
商
品
取
引
法
改
正
で
は
、
「
銀
」
「
証
」
の
一
定
の
分
離
を
定
め
る

フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
規
制
が
見
直
さ
れ
た
が
、
米
国
に
お
け
る
「
銀
証
分
離
」
規
定
の
撤
廃
と
昨
年
来
の
金
融
危
機
の
因

果
関
係
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三

右
改
正
で
は
、
課
徴
金
制
度
の
強
化
も
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
を
相
手
と
す
る
取
引
に
関
し
て
は
、
消
費
者
庁
設
立
に
よ
っ
て
、
行
政
に
よ
り
消
費
者
保
護
が
徹
底
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
規
制
が
行
政
権
を
主
体
と
す
る
事
前
規
制
に
過
度
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
行
政
国
家
現
象
が
進
行
し
、
行
政

権
の
肥
大
化
を
招
来
す
る
こ
と
と
な
り
妥
当
で
な
い
。

三



こ
の
点
、
日
本
に
お
い
て
は
「
二
割
司
法
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
司
法
権
に
よ
る
事
後
規
制
・
権
利
救
済
を

め
ぐ
る
環
境
が
米
国
等
に
比
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
政
権
に
よ
る
規
制
の
見
直
し
と
併
せ
て
、
司
法
権

に
よ
る
救
済
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
実
績
・
予
定
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


